
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リコイルスタータ（２０）のグリップ（３６）を握ってリコイルロープ（３４）を引っ張
り出すことにより内燃機関（６）を始動させるとともに、該内燃機関（６）の動力を遠心
クラッチ（２４）を介して可動刃（１８）に伝達する携帯式刈取機であって、
前記グリップ（３６）はリコイルスタータカバー（３０）の中に延びる基端部（３６ａ）
を有し、該基端部（３６ａ）と前記リコイルスタータカバー（３０）との間には、前記基
端部（３６ａ）の外周面（３６ｂ）と摩擦係合し、前記グリップ（３６）の移動に伴って
押し込み位置（Ａ）と引出し位置（Ｂ）との間で摺動可能な摺動部材（３８）が設けられ
ており、
更に、前記遠心クラッチ（２４）のクラッチドラム（２４ａ）と対面して配置され、かつ
、該クラッチドラム（２４ａ）から離間した位置に付勢された摩擦部材（４４）と、該摩
擦部材（４４）の一端（４４ａ）に連結され、かつ、前記摩擦部材（４４）を前記クラッ
チドラム（２４ａ）に対して押圧する制動位置（Ｃ）と前記クラッチドラム（２４ａ）か
ら離間した非制動位置（Ｄ）との間で揺動可能な揺動アーム部材（４６）と、該揺動アー
ム部材（４６）の近傍から前記摺動部材（３８）の近傍まで延びる連動部材（５０）と、
を有し、
前記摺動部材（３８）には、前記連動部材（５０）の一端（５０ａ）が連係され、かつ、
前記摺動部材（３８）の前記押し込み位置（Ａ）から前記引出し位置（Ｂ）への移動に伴
って移動して、前記連動部材（５０）を前記揺動アーム部材（４６）に向かって押し出す
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押し出し部材（４２）が設けられ、前記揺動アーム部材（４６）は、前記連動部材（５０
）の移動によって前記非制動位置（Ｄ）から前記制動位置（Ｃ）に揺動される、ことを特
徴とする携帯式刈取機。
【請求項２】
前記連動部材（５０）の他端（５０ｂ）には、前記揺動アーム部材（４６）と連係し、前
記連動部材（５０）の移動に伴って、前記揺動アーム部材（４６）を前記非制動位置（Ｄ
）から前記制動位置（Ｃ）に移動させる傾斜面（５２ａ）を持つ傾斜端部（５２）が設け
られている、ことを特徴とする請求項１に記載の携帯式刈取機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、一般的に、内燃機関の動力を遠心クラッチを介して可動刃に伝達する、例え
ば、肩掛け式の刈払機、ヘッジトリマ等の携帯式刈取機に関し、より詳しくは、不用意な
可動刃の作動を制動するための制動装置を備えた携帯式刈取機に関する。
【０００２】
【従来技術】
例えば、肩掛け式刈払機、背負式刈払機、ヘッジトリマ等の携帯式刈取機にあっては、一
般的に、内燃機関の動力を遠心クラッチを介して可動刃に伝達する駆動機構が採用されて
いる。このような携帯式刈取機において、例えば、特公昭５２－１２０８９号公報に見ら
れるように、前記刈取機において、始動時等の安全性の向上を図るべく、可動刃の空転を
防止するために、例えば、ブレーキシュー、ブレーキバンド等の摩擦部材を前記遠心クラ
ッチのクラッチドラムに摺接させる制動装置を設けることが提案されている。これによれ
ば、作業者がブレーキレバーから手を離しているときには前記制動装置によって前記クラ
ッチドラムの回転が制動され、前記可動刃が不用意に回転してしまうのが防止される。ま
た、作業者が前記ブレーキレバーを握って制動を解除した後は、スロットルレバーを握っ
て、スロットル弁の開度を調節することにより、内燃機関の出力を調整しながら前記遠心
クラッチを介して前記可動刃を駆動し、刈取作業を行うようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、前記の如き従来の装置とは異なる簡易かつ軽量な構成を有する、内燃機
関の始動操作と連動する制動装置を備えた携帯式刈取機を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記目的は、リコイルスタータ（２０）のグリップ（３６）を握ってリコイルロ
ープ（３４）を引っ張り出すことにより内燃機関（６）を始動させるとともに、該内燃機
関（６）の動力を遠心クラッチを介して可動刃（１８）に伝達する携帯式刈取機であって
、前記グリップ（３６）はリコイルスタータカバー（３０）の中に延びる基端部（３６ａ
）を有し、該基端部（３６ａ）と前記リコイルスタータカバー（３０）との間には、前記
基端部（３６ａ）の外周面（３６ｂ）と摩擦係合し、前記グリップ（３６）の移動に伴っ
て押し込み位置（Ａ）と引出し位置（Ｂ）との間で摺動可能な摺動部材（３８）が設けら
れており、更に、前記遠心クラッチ（２４）のクラッチドラム（２４ａ）と対面して配置
され、かつ、該クラッチドラム（２４ａ）から離間した位置に付勢された摩擦部材（４４
）と、該摩擦部材（４４）の一端（４４ａ）に連結され、かつ、前記摩擦部材（４４）を
前記クラッチドラム（２４ａ）に対して押圧する制動位置（Ｃ）と前記クラッチドラム（
２４ａ）から離間した非制動位置（Ｄ）との間で揺動可能な揺動アーム部材（４６）と、
該揺動アーム部材（４６）の近傍から前記摺動部材（３８）の近傍まで延びる連動部材（
５０）と、を有し、前記摺動部材（３８）には、前記連動部材（５０）の一端（５０ａ）
が連係され、かつ、前記摺動部材（３８）の前記押し込み位置（Ａ）から前記引出し位置
（Ｂ）への移動に伴って移動して、前記連動部材（５０）を前記揺動アーム部材（４６）
に向かって押し出す押し出し部材が設けられ、前記揺動アーム部材（４６）は、前記連動
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部材（５０）の移動によって前記非制動位置（Ｄ）から前記制動位置（Ｃ）に揺動される
、ことを特徴とする携帯式刈取機によって達成することができる。
【０００５】
本発明にかかる内燃機関（６）においては、作業者はリコイルスタータ（２０）のグリッ
プ（３６）を握ってリコイルロープ（３４）を引っ張り出すことにより内燃機関（６）を
始動させる。前記グリップ（３６）を引っ張り出すと、摺動部材（３８）が、前記グリッ
プ（３６）の基端部（３６ａ）との間の摩擦により、その押し込み位置（Ａ）から引出し
位置（Ｂ）に移動される。これにより、前記摺動部材（３８）に設けられた前記押し出し
部材によって、前記連動部材（５０）が前記揺動アーム部材（４６）に向かって押し出さ
れる。更に、前記揺動アーム部材（４６）は、前記連動部材（５０）の移動によって、非
制動位置（Ｄ）から制動位置（Ｃ）に揺動される。これにより、通常状態においてクラッ
チドラム（２４ａ）の周面から離間して配置された摩擦部材（４４）が、前記クラッチド
ラム（２４ａ）に対して押圧され、可動刃（１８）に内燃機関（６）による動力が伝達さ
れず、前記可動刃（１８）は駆動されない。前記可動刃（１８）の制動を解除するには、
作業者が周囲の安全を確認した上で、前記グリップ（３６）をリコイルスタータカバー（
３０）の中に押し込む。これにより、前記グリップ（３６）の前記基端部（３６ａ）との
間の摩擦により、前記摺動部材（３８）が前記引出し位置（Ｂ）から前記押し込み位置（
Ａ）に移動される。これにより、前記基端部（３６ａ）に設けられた前記押し出し部材も
移動し、前記連動部材（５０）が、移動する。前記連動部材（５０）の移動によって、前
記揺動アーム部材（４６）は前記制動位置（Ｃ）から前記非制動位置（Ｄ）に揺動し、前
記クラッチドラム（２４ａ）に対して押圧された前記摩擦部材（４４）が、前記クラッチ
ドラム（２４ａ）の周面から離間し、前記クラッチドラム（２４ａ）の回転が許容される
。これにより、前記可動刃（１８）に前記内燃機関（６）の動力が伝達され、回転駆動さ
れる。
【０００６】
本発明によれば、前記リコイルスタータ（２０）による前記内燃機関（６）の始動操作と
連動して、制動装置（２６）を作動させることができ、また、作業者が安全を確認してか
ら前記クラッチドラム（２４ａ）の制動を解除するので、安全性がより一層確保される。
また、前記リコイルスタータ（２０）と前記制動装置（２６）との連動を簡易な機構で行
うことができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の好ましい実施例を添付の図面を参照しつつ説明する。なお、本実施例に
おいては、携帯式刈取機として携帯式刈払機を例示として説明する。
図１は、本発明の実施の一形態にかかる携帯式刈払機全体を示す斜視図である。
図１に示す携帯式刈払機２の基本的構成は周知であり、典型的にはハウジング４に収容さ
れた空冷式の２サイクル内燃機関６を有する動力部８と、該動力部８から前方に真っ直ぐ
に延びる操作桿１０と、該操作桿１０の前端に設けられた回転式刈刃装置１２とを有する
。前記内燃機関６のクランクシャフト２２（図２参照）からの動力は、遠心クラッチ２４
及び前記操作桿１０内に収容された伝動軸１４を介して、前記回転式刈刃装置１２に伝達
され、該回転式刈刃装置１２の刈刃１８が回転駆動される。前記ハウジング４の後方には
、前記内燃機関６を始動させるためのリコイルスタータ２０が設けられている。
【０００８】
図２は、図１に示す II-II 矢視断面図であり、リコイルスタータ、刈刃の制動装置及び連
動装置の初期状態を示す。また、図３は、図２に示す制動装置及びリコイルスタータとの
連動装置の拡大図であり、更に、図４は、その斜視図である。
図２に示すように、本実施の形態にかかる前記携帯式刈払機２は、前記内燃機関６の前記
ハウジング４の後方に、前記クランクシャフト２２と同軸状に設けられたベンディックス
式等の前記リコイルスタータ２０と、前記内燃機関６の前方において前記クランクシャフ
ト２２と前記伝動軸１４との間に介装された前記遠心クラッチ２４のクラッチドラム２４
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ａと、該クラッチドラム２４ａの周壁２４ｂの回りに設けられた制動装置２６と、該制動
装置２６と前記リコイルスタータ２０との間に設けられた、該リコイルスタータ２０と前
記制動装置２６とを連動させるための連動装置２８と、を有する。
【０００９】
前記リコイルスタータ２０は、前記ハウジング４に取付けられたリコイルスタータカバー
３０を有する。該リコイルスタータカバー３０の内部には、回転可能に設けられたリコイ
ルドラム３２を有する。該リコイルドラム３２の周囲には周溝３２ｂが形成されており、
該周溝３２ｂ内にリコイルロープ３４が巻き付けられている。該リコイルロープ３４の内
端は前記リコイルドラム３２に係止され、他方、外端は前記リコイルスタータカバー３０
の上部外方に延びて、上端に作業者が握って引っ張るためのグリップ３６が取付けられて
いる。前記リコイルスタータカバー３０と前記リコイルドラム３２との間には渦巻ばね３
２ａが設けられている。該渦巻ばね３２ａの両端はそれぞれ、前記リコイルスタータカバ
ー３０と前記リコイルドラム３２とに係止されており、リコイルドラム３２は、前記渦巻
ばね３２ａによって前記リコイルロープ３４の巻き込み方向に付勢されている。
【００１０】
図２及び図３を見て分かるように、前記リコイルスタータカバー３０の上部には、後方に
僅かに傾斜し、かつ、上方に突出した円筒部３０ａが形成されている。該円筒部３０ａの
内部には、その内周壁３０ｂに沿って上下方向へのみ摺動可能な摺動部材３８が設けられ
ている。前記円筒部３０ａの下端には、半径方向内方に延びる環状支持部３０ｃが形成さ
れており、前記摺動部材３８は、通常状態で、前記環状支持部３０ｃの上に支持されてい
る。また、図３に最もよく示されているように、前記円筒部３０ａの前記内周壁３０ｂに
は、押し込み位置としての下方位置Ａと、引出し位置としての上方位置Ｂのそれぞれに、
径方向に対向して上下二対の凹部３０ｄが形成されている。図３及び図４に示すように、
前記摺動部材３８には、径方向に対向して前記凹部３０ｄと整列する、圧縮ばね３９によ
って外方に付勢されて外周面３８ｂから突出する球体４０が二つクリックストップとして
設けられている。該球体４０は、前記下方位置Ａの前記凹部３０ｄ又は前記上方位置Ｂの
前記凹部３０ｄと係合し、前記摺動部材３８を前記円筒部３０ａ内の前記下方位置Ａと前
記上方位置Ｂのいずれかに選択的に係止する。
【００１１】
また、前記摺動部材３８の中心には、その軸線方向に上下に延びる貫通孔３８ａが形成さ
れている。一方、前記グリップ３６は、前記貫通孔３８ａに嵌合する基端部３６ａを有し
、該基端部３６ａに前記リコイルロープ３４が連結されている。前記摺動部材３８の前記
貫通孔３８ａと前記グリップ３６の前記基端部３６ａの外周壁面３６ｂとは互いに摩擦係
合しており、前記リコイルスタータ２０の前記グリップ３６を引っ張り出したとき、前記
摺動部材３８と前記グリップ３６の前記基端部３６ａとの間の摩擦により、前記摺動部材
３８が前記円筒部３０ａの前記内周壁３０ｂに沿って前記下方位置Ａから前記上方位置Ｂ
に摺動される。
更に、図３及び図４を見て分かるように、前記摺動部材３８の下端面には、後に詳述する
制動装置２６に向かって前方に延びる横方向部分４２ａと、該横方向部分４２ａの前端か
ら上方かつ後斜めに屈曲する傾斜部分４２ｂとを有する、剛性板状部材を折り曲げて形成
された押し出し部材４２が固定されている。
【００１２】
また、図４に示すように、本実施例にかかる前記携帯式刈払機２は、前記内燃機関６の前
記クランク軸２２に作動上連結された前記遠心クラッチ２４を有する。該遠心クラッチ２
４の前記クラッチドラム２４ａの回転は、作業者が刈払作業を行っていない間、前記刈刃
１８の空転を防止するための前記制動装置２６によって規制される。該制動装置２６は、
前記遠心クラッチ２４の前記クラッチドラム２４ａの回りに配設された摩擦部材としての
弾性的戻り力を有するブレーキバンド４４と、前記クラッチドラム２４ａの周面２４ｂに
対して前記ブレーキバンド４４を締め付けたり、また、緩めたりして、前記制動装置２６
の制動及び解除を行うための揺動アーム部材４６を有する。該揺動アーム部材４６は、そ
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のほぼ中間部分に配置された枢軸４８を中心として左右揺動可能に、前記ハウジング４に
対して取付けられている。前記揺動アーム部材４６の一端４６ａ、すなわち、前記携帯式
刈払機２の使用時において作業者に対して右側の一端４６ａは、前記ブレーキバンド４４
の一端４４ａに連結されている。前記揺動アーム部材４６は前記枢軸４８を中心として、
前記ブレーキバンド４４を前記クラッチドラム２４ａの前記周面２４ｂに対して押圧する
制動位置Ｃと、前記クラッチドラム２４ａの前記周面２４ｂから離間させる非制動位置Ｄ
との間で左右に揺動する。
【００１３】
図５は、図３及び図４に示すＶ－Ｖ矢視図である。
前記ブレーキバンド４４は、その弾性的戻り力に抗して前記クラッチドラム２４ａの回り
に曲げて配設され、前記揺動アーム部材４６に連結された前記一端４４ａとは反対側の他
端４４ｂは、前記ハウジング４に係止されている。前記ブレーキバンド４４は帯状のばね
鋼材からなり、前記ハウジング４には、前記ブレーキバンド４４の戻り力に抗して、前記
クラッチドラム２４ａの周壁２４ｂから所定距離だけ離間した位置に保持するための三つ
の突起４ａが形成されている。すなわち、前記ブレーキバンド４４は、図５に示すように
、初期位置において前記突起４ａに保持され、前記クラッチドラム２４ａの周壁２４ｂか
ら離間した位置にある。
【００１４】
また、前記連動装置２８は、図２～図４に示すように、前記リコイルスタータ２０近傍の
前記摺動部材３８に取付けられた前記押し出し部材４２の前記傾斜部分４２ｂから、前記
制動装置２６の前記揺動アーム部材４６の前記他端４６ｂまで水平方向に延びる、連動部
材としての丸鋼線材よりなる棒状部材５０を前記ハウジング４に回動及び軸線方向に摺動
自在に保持されて有する。該棒状部材５０の一端（後端）５０ａは、前記摺動部材３８が
前記下方位置Ａにあるとき、図２及び図３に示すように、前記傾斜部分４２ｂの傾斜した
前面の上方部分４２ｄと係合している。一方、前記棒状部材５０の前端には、頂部が前方
に差し向けられた傾斜端部としての円錐部５２が設けられており、図２及び図３に示すよ
うに、該円錐部５２の傾斜面５２ａの前方部分５２ｃに前記揺動アーム部材４６の他端で
ある操作力受部４６ｂが係合している。前記揺動アーム部材４６は、前記ブレーキバンド
４４の弾性的戻り力により、その前記一端４６ａが引下げられ、前記枢軸４８を中心とし
て図５で見て時計回り方向に揺動して非制動位置Ｄに付勢されており、これにより、前記
揺動アーム４６の前記操作力受部４６ｂが前記円錐部５２の前記傾斜面５２ａに対して押
圧され、それにより、前記棒状部材５０が後方に付勢され、その後端５０ａが前記押し出
し部材４２の前記傾斜部分４２ｂの前記上方部分４２ｄに対して押圧されている。
【００１５】
図６は、グリップを上方に引いた時のリコイルスタータのグリップ、制動装置及び連動装
置の位置関係を示す、図３と同様な図である。また、図７は、図６に示す矢印 VII － VII 
矢視図である。
本実施の形態にかかる携帯式刈払機２は、以下のように作用する。
まず、前記リコイルスタータ２０の前記グリップ３６、前記摺動部材３８、前記制動装置
２６、及び、前記連動装置２８は、初期位置において、上述の如く、図３に示す位置関係
にある。作業者は、前記内燃機関６を始動させるべく、前記グリップ３６を握って前記リ
コイルロープ３４を急速に上方に引っ張り、前記リコイルスタータカバー３０の外へと引
き出す。このとき、前記グリップ３６の前記基端部３６ａと前記摺動部材３８の前記貫通
孔３８ａの内壁面との間の摩擦により、前記摺動部材３８は、前記球体４０の前記円筒部
３０ａに形成された前記凹部３０ｄに対する付勢力に抗して、軸線方向上方に前記グリッ
プ３６と一体に移動し、前記下方位置Ａから前記上方位置Ｂに移動される。前記摺動部材
３８は、前記球体４０が上方の前記凹部３０ｄに係合して前記上方位置Ｂに係止される。
図示していないが、前記グリップ３６を更に引くと、前記基端部３６ａのすり割りを付し
た拡径下端部３６ｃが前記摺動部材３８の前記貫通孔３８ａの内壁面に押されて縮径し、
前記摺動部材３８が前記上方位置Ｂに係止されたままで、前記グリップ３６が前記摺動部
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材３８の前記貫通孔３８ａの外に引き出される。これに伴って、前記リコイルロープ３４
は、前記リコイルドラム３２が前記渦巻ばね３２ａのばね力に抗して回転して、図４に示
すように、前記リコイルスタータカバー３０の外に引っ張り出される。これによって、前
記内燃機関６が始動された後、作業者が前記グリップ３６を離すと、前記渦巻ばね３２ａ
の戻り力により前記リコイルドラム３２が回転して、前記リコイルロープ３４が巻き戻さ
れ、前記グリップ３６の基端部３６ａは、前記摺動部材３８の上面に着座する（図示せず
）。
【００１６】
図６に示すように、前記摺動部材３８の前記下方位置Ａから前記上方位置Ｂへの移動に伴
って、前記押し出し部材４２も上方に移動する。このとき、前記押し出し部材４２の前記
傾斜部分４２ｂの前記上方部分４２ｄに押圧されていた前記棒状部材５０の前記後端５０
ａが、前記傾斜部分４２ｂに沿ってその下方部分４２ｅまで摺動し、前記棒状部材５０が
前記制動装置２６に向けて押し出される。これに伴って、前記棒状部材５０の前端に設け
られた前記円錐部５２も前方に移動し、前記円錐部５２の前記傾斜面５２ａの前記前方部
分５２ｃに押圧されていた前記揺動アーム部材４６の前記操作力受部４６ｂが、図６に示
すように、前記円錐部５２の前記傾斜面５２ａの前記後方部分５２ｄまで、前記傾斜面５
２ａに沿って摺動し、該傾斜面５２ａに沿って押し下げられる。これにより、図７に示す
ように、前記揺動アーム部材４６の前記一端、すなわち、前記ブレーキバンド４４の前記
一端４４ａが連結された端部４６ａが引き上げられて、前記ブレーキバンド４４がそのば
ね力に抗して引っ張られ、前記クラッチドラム２４ａの前記周壁２４ｂに対して押圧され
、前記クラッチドラム２４ａの回転が制動される。
【００１７】
前記リコイルスタータ２０の前記グリップ３６を引っ張り出すことにより、前記内燃機関
６は始動されてアイドル回転数（前記遠心クラッチ２４のクラッチイン回転数以下）で運
転されるが、それと連動して、前記連動装置２８により前記制動装置２６が作動されて前
記クラッチドラム２４ａの回転が確実に制動されるので、前記内燃機関６による動力が不
用意に前記刈刃１８に伝達されることがなく、前記刈刃１８は回転駆動されない。
作業者は、周囲の安全を確認した後、前記摺動部材３８の上面に着座している前記グリッ
プ３６の前記基端部３６ａを、前記摺動部材３８の前記貫通孔３８ａの中に押し込む。前
記摺動部材３８は、前記グリップ３６の前記基端部３６ａとの間の摩擦によって、前記球
体４０の前記円筒部３０ａの前記内周壁３０ｂに対する付勢力に抗して、前記上方位置Ｂ
から前記下方位置Ａに摺動移動される。前記摺動部材３８が前記環状支持部３０ｃに当接
する前記下方位置Ａにおいて、前記球体４０が下方の前記凹部３０ｄと係合して、前記摺
動部材３８を前記下方位置Ａに係止する。これに伴って、前記押し出し部材４２も下方に
移動する。一方、前記揺動アーム部材４６の前記操作力受部４６ｂが、前記ブレーキバン
ド４４の戻り力により前記円錐部５２の傾斜面５２ａに対して押圧されており、この押圧
力により前記円錐部５２が後方に押され、前記棒状部材５０は前記押し出し部材４２の前
記傾斜部分４２ｂに対して押圧されており、前記押し出し部材４２の移動に伴って、前記
棒状部材５０が図６に示す位置から図３に示す後方位置に移動する。
【００１８】
本実施の形態によれば、前記グリップ３６の前記基端部３６ａと前記摺動部材３８との間
の摩擦を利用して、前記制動装置２６を前記リコイルスタータ２０と連動させるので、簡
易な構成かつ応答性の良い連動装置２８を提供することができる。
また、前記摺動部材３８に、前記傾斜部分４２ｂを有する前記押し出し部材４２が取付け
られているので、前記グリップ３６又は前記摺動部材３８の上下方向の移動を、簡易かつ
軽量な構成で、前記棒状部材５０の水平方向の移動に変えることができる。更に、前記棒
状部材５０の前端に前記円錐部５２が設けられているので、前記棒状部材５０の水平方向
の移動を、簡易かつ軽量な構成で前記揺動アーム部材４６の上下方向の移動（前記枢軸４
８を中心とする揺動）に変えることができる。
【００１９】
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本発明は、以上の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲
内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはい
うまでもない。
例えば、本実施の形態においては、前記棒状部材５０の前端に設けられた前記円錐部５２
は、前記枢軸４８に対して前記揺動アーム部材４６の前記ブレーキバンド４４の連結され
ていない前記他端４６ｂに係合して、前記揺動アーム部材４６を押し下げるように構成さ
れている。しかし、前記円錐部５２を前記揺動アーム部材４６の前記ブレーキバンド４４
が連結された前記一端側のアーム部分の下縁に係合させ、前記棒状部材５０の前方の移動
に伴って、前記揺動アーム部材４６を押し上げて前記非制動位置Ｄから前記制動位置Ｃに
揺動させてもよい。
【００２０】
また、前記グリップ３６は上下方向に、また、傾斜角度をなして配置されている必要はな
く、前記押し出し部材４２の前記傾斜部分４２ｂの傾斜角度は、前記グリップ３６の移動
方向と、前記制動装置２６の前記グリップ３６に対する位置関係とによって、前記棒状部
材５０を前記揺動アーム部材４６に向かって所定距離移動させ得るように、適宜、決定す
ればよい。また、同様に、前記棒状部材５０の前端に設けられた前記円錐部５２は、必ず
しも円錐形である必要はなく、例えば、前記押し出し部材４２のように板状部材を折り曲
げて形成された傾斜面を有していてもよく、更に、前記棒状部材５０の前方移動に伴って
、前記揺動アーム部材４６を前記非制動位置Ｄから前記制動位置Ｃに揺動させることがで
き、互いに円滑に係合し得る如何なる形状であってもよい。
【００２１】
また、本実施の形態においては、前記グリップ３６の前記基端部３６ａが前記摺動部材３
８の前記貫通孔３８ａの中に嵌合して互いに摩擦係合しているが、両者の間に前記摺動部
材３８を前記下方位置Ａから前記上方位置に移動させる程度の摩擦が生じれば、必ずしも
図示例の構成とする必要はない。
【００２２】
【発明の効果】
本発明によれば、従来の装置とは異なる簡易かつ軽量な構成を有する、内燃機関と連動す
る制動装置を備えた携帯式刈取機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態にかかる携帯式刈払機全体を示す斜視図である。
【図２】図１に示す II-II 矢視断面図であり、リコイルスタータ、刈刃の制動装置及び連
動装置の初期状態を示す。
【図３】図２に示す制動装置及びリコイルスタータとの連動装置の拡大図である。
【図４】連動装置の斜視図である。
【図５】図３及び図４に示すＶ－Ｖ矢視図である。
【図６】グリップを上方に引いた時のリコイルスタータのグリップ、制動装置及び連動装
置の位置関係を示す、図３と同様な図である。
【図７】図６に示す矢印 VII － VII 矢視図である。
【符号の説明】
２　　携帯式刈取機（携帯式刈払機）
６　　内燃機関
１８　　可動刃
２０　　リコイルスタータ
２４　　遠心クラッチ
２４ａ　クラッチドラム
３０　　リコイルスタータカバー
３４　　リコイルロープ
３６　　グリップ
３６ａ　基端部
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３６ｂ　外周面
３８　　摺動部材
４２　　押し出し部材
４２ｃ　傾斜面
４４　　摩擦部材（ブレーキバンド）
４４ａ　一端
４６　　揺動アーム部材
５０　　連動部材（棒状部材）
５０ａ　一端
５０ｂ　他端
５２　　傾斜端部（円錐部）
５２ａ　傾斜面
Ａ　　押し込み位置（下方位置）
Ｂ　　引出し位置（上方位置）
Ｃ　　制動位置
Ｄ　　非制動位置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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